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司法試験法（平成 年 月１日施行 （抄）◎ 17 12 ）

（司法試験の受験資格等）

第四条 司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間におい

て、三回の範囲内で受けることができる。

一 法科大学院（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第六十五条第二項

に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的

とするものをいう ）の課程（次項において「法科大学院課程」という ）を修。 。

了した者 その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間

二 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の四月一日から

五年を経過するまでの期間

２ 前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格（同項各号に

規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項に

おいて同じ ）に対応する受験期間（前項各号に定める期間をいう。以下この項に。

おいて同じ ）においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはでき。

ない。前項の規定により最後に司法試験を受けた日後の最初の四月一日から二年を

経過するまでの期間については、その受験に係る受験資格に対応する受験期間が経

過した後であつても、同様とする。

（ ） （ ）◎ 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律 平成 年法律第 号 附則 抄14 138

（新司法試験及び旧司法試験の受験）

第八条 平成十八年から平成二十三年までの各年においては、法務省令で定める手続

に従い、あらかじめ選択して出願するところにより、新司法試験又は旧司法試験の

いずれか一方のみを受けることができる。

２ 新法第四条第一項第一号の受験資格（同号に規定する法科大学院課程の修了をい

う。以下この条において同じ ）に基づいて新司法試験を受けようとする者が、そ。

の受験前に旧法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験の

受験（当該新司法試験の受験に係る受験資格を得る前の受験については、当該受験

資格を得た日前二年間のものに限る。以下この条において「旧司法試験等の受験」

という ）をしているときは、その旧司法試験等の受験（次項の規定により他の受。

験資格に基づく新司法試験の受験とみなされたものを除く ）を、当該受験資格に。

基づいて既にした新司法試験の受験とみなして、新法第四条第一項の規定を適用す

る。

３ 前項に規定するもののほか、新法第四条第一項第一号の受験資格に基づいて新司

法試験を受けた者については、当該新司法試験の受験前の旧司法試験等の受験及び

当該新司法試験の受験後の旧司法試験の第二次試験の受験を、当該受験資格に基づ

く新司法試験の受験とみなして、同条の規定を適用する。
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（参考）

（ ） （ ）◎ 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律 平成 年法律第 号 附則 抄14 138

（旧司法試験の実施）

第七条 司法試験委員会は、平成十八年から平成二十三年までの間においては、新司

法試験を行うほか、従前の司法試験（平成二十三年においては、平成二十二年の第

二次試験の筆記試験に合格した者に対する口述試験に限る ）を行うものとする。。

、 （ 「 」 。）この場合において 第二条の規定による改正前の司法試験法 以下 旧法 という

第二条から第六条の二まで及び附則第二項の規定（これらの規定に基づく法務省令

の規定を含む ）は、第二条の規定の施行後も、なおその効力を有する。。

（ 「 」 。） 、２ 前項の規定により行われる司法試験 以下 旧司法試験 という については

新法第一条第一項及び第二項、第七条から第十一条まで並びに第二章及び第三章の

規定を適用する。この場合において、新法第一条第一項中「司法試験」とあるのは

「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百三十八号）

附則第七条第一項の規定により行われる司法試験（以下「旧司法試験」という 」。）

と、新法第七条中「司法試験及び予備試験は、それぞれ」とあるのは「旧司法試験

は」と、新法第八条中「司法試験の」とあるのは「旧司法試験の」と 「予備試験、

の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試

験委員会 とあるのは 司法試験委員会 と 新法第九条及び第十一条第一項中 司」 「 」 、 「

法試験又は予備試験」とあるのは「旧司法試験の各試験」と、新法第十条中「司法

試験若しくは」とあるのは「旧司法試験、司法試験若しくは」と、新法第十二条第

二項第一号から第三号まで及び第十七条中 司法試験及び予備試験 とあるのは 旧「 」 「

司法試験」と、新法第十五条第一項中「司法試験に」とあるのは「旧司法試験に」

と 「置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせる、

（ 「 」ため司法試験予備試験考査委員 以下この条及び次条において 予備試験考査委員

という ）を置く」とあるのは「置く」とする。。

３ 前条の規定は、旧司法試験について準用する。この場合において、同条第一項中

「第二条の規定による改正後の司法試験法（以下「新法」という ）第三条第二項。

第四号又は第三項」とあるのは「次条第一項の規定によりなお効力を有するものと

される第二条の規定による改正前の司法試験法第四条第一項第四号又は第六条第四

項」と、同条第二項中「新法第十五条」とあるのは「次条第二項の規定により読み

替えて適用される第二条の規定による改正後の司法試験法第十五条」と読み替える

ものとする。
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司法試験第二次試験の論文式による試験の合格者の決定方法に関する規則◎

（平成三年司法試験管理委員会規則第一号）

司法試験管理委員会は、司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）第八条第二

項及び第十七条の規定に基づき、司法試験第二次試験の論文式による試験の合格者

の決定方法に関する規則を次のように定める。

第一条 司法試験法（以下「法」という ）第八条第二項に規定する合格者の決定方。

法は、当該論文式による試験の合格者総数のおおむね十一分の九に相当する部分を

受験期間（受験者が平成五年以降に行われる第二次試験の短答式による試験を初め

て受けた時から当該論文式による試験を受けるまでの期間をいう。以下同じ ）に。

かかわりなく定め、その余の部分を受験期間にかかわりなく定める合格者以外の受

験者であって受験期間が三年以内であるもののうちから定めるものとする。

第二条 法第八条第二項に規定する方法による合格者の決定に関しては、受験者は、

第二次試験の短答式による試験又は法附則第四項の規定により短答式による筆記試

験を免除されて受ける第二次試験の論文式による試験につき、それぞれその一の科

目の受験を開始したときに当該試験を受けたものとする。

附 則

１ この規則は、平成四年一月一日から施行する。

２ 第二条の規定は、法第六条第六項の規定により筆記試験を免除されて受ける平

成五年における第二次試験の口述試験について準用する。

３ 司法試験管理委員会は、平成八年に行われる第二次試験の論文式による試験に

おいて法第八条第二項に規定する合格者の決定方法によるべきものとするかどうか

を判定するための基準を、あらかじめ定めるものとする。


